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連携・協働の必要性

　　 連携と協働の目的（スライド 2）

　重症心身障害児者などは、呼吸・体温維持・摂食などの身体機能の維持や恒常性を保つ等の基本的な機能

やコミュニケーション能力障害が多く、生活の支援において、医療・保健・福祉・教育等の専門職の相互の

連携が重要です。その連携を通じて、家族の思いとともに育つ支援を行うために、専門職の協働により、丸

抱えの支援にならないように、子どもと家族の持つ力が発揮できる支援体制の構築を行うことです。

　　 連携・協働を通じて子どもと家族の持つ力を引き出す支援のポイント

1 　あくまでも子育て支援であること（スライド 3）

　入院中に習得した医療技術が、在宅生活ではトラブルを生じ、状態に応じた吸引や医療管理を行いながら

の入浴等と緊張が続く生活で、姉妹への関わりも十分できず、育児ストレスが高まり、家族の対処力が低下

します。

　また、本来家族が持っているセルフケア力や機能も発揮できなくなります。そのため、医療・保健・福祉

等の専門職は、相互に連携・協働し、家族アセスメントや家族のレスパイトを図り、家族の力で乗り越えて

いける支援を行っていくことが重要です。

　すなわち、あくまでも子育て支援を行うことです。

2 　子どもと家族の力の強みを支援する（スライド 4）

　子どもの状態安定を最優先にし、医療・保健・福祉等の専門職とともに、同じ目標に向かって、情報を共

有することで、親の役割として、成長と発達を促すケアや子どもの権利を尊重したケア等へつなぐ支援や日

頃のかかわりや遊びを通して、子どもとの関係性の構築ができるように支援することが重要です。

　すなわち、子どもと家族の力の強みを支援することです。

　　 事例から見る連携・協働による育児支援の実際（スライド 5）

　Ａちゃんは、 1歳の男の子です。病名は、気管軟化症、慢性肺疾患です。

　Ａちゃんは、在胎23周に緊急帝王切開で出産し、出生時体重は574ｇでした。

　 7か月まで入院し、その後体調が安定し退院しました。

　家族構成は、両親、母方の祖母、姉（ 3歳）の 5人家族です。

　Ａちゃんは、呼吸が不安定であるために、在宅酸素管理や気管切開による人工呼吸器管理や吸引が必要で

す。また、胃管カテーテルを使用して栄養管理を行っています。

　　 退院に向けた主な指導内容（スライド 6）

　Ａちゃんは、スライド 5で述べたように、在宅酸素管理や気管切開による人工呼吸器管理などの医療的管

理が必要で、自宅に帰ると、緊急コールのボタンはありません。

　そのため、基本的に家族は、生活に必要な医療管理や吸引の手技などを習得しておく必要があります。そ
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の内容は、スライドに示す項目です。特に、吸引に関しては、呼吸を観察しながら、人工呼吸器を外し、吸

引を行うために、清潔操作と確実な手技が求められます。人工呼吸器や在宅酸素に関してのトラブルに関し

ては、各供給会社が24時間対応してくれます。また、生活介助方法に関しては、医療機器の操作やそのチュ

ーブ類の配慮が必要となるために、Ａちゃんの状態に応じた介助方法や福祉用具の選定が重要となります。

　　 退院調整会議（スライド 7・ 8）

　医療的管理が必要な重症児が、安全な環境で育児ができるように、家族を含め、医療・福祉・行政等が一

同に集まって会議を行います。

　この会議での調整項目は、スライドに示すように、家族に退院に向けて指導された内容の確認事項が中心

となっています。すなわち、自宅に帰っても、Ａちゃんの状態が安定し、育つために重要なことです。

　また、この項目を確認することで、主治医と訪問看護が連携・協働し、家族の不安な部分を支援していく

ことができることです。また、生活での支援についても、Ａちゃんの活動や参加を促す支援や家族のレスパ

イト等の検討を行います。

　　 ウイークプラン（スライド 9）

　退院調整介護の結果、月曜日から金曜日までは、母親と祖母も交えた多職種協働による子育て支援を計画

しています。そして、土・日曜日は、父親が休みのために、家族で役割分担を行い、育児を行います。

　　 多職種と連携・協働による在宅療養の確認事項（スライド10）

　退院調整会議で確認した事項を、多職種による専門職が相互に連携・協働し、在宅療養の確認を行います。

まず、Ａちゃんの身体状況です。特に、家族は、病院で習得した技術が、在宅で不具合はないか、困ってい

ることはないか等の確認が重要です。

　また、子どもと家族の活動と参加を支える項目の確認は、家族の機能が十分発揮していくことが重要です。

確認後、正しく評価し、サービスの調整を行います。

　　 身体機能・身体構造を整える実践例です。（スライド11・12・13）

　Ａちゃんは、 1日に 6回の経管栄養を行っています。

　訪問看護が、在宅での栄養状況を確認すると、母親のストレスや身体的にも疲労の訴えがありました。

　母親が病院で習得した手技は、経管栄養中に、吸引が必要になれば、注入を中止し、吸引前に胃に入った

栄養剤を胃管カテーテルより抜き取り、吸引を行い、その後、再度、経管栄養をもどすように指導されてい

ました。そのため、1回の経管栄養が終了するまでにおおよそ 2～ 3時間かかり、Ａちゃんは、一日中、継

続的に経管栄養が行われている状況です。そのため、Ａちゃんの活動においても制限されている状況であり

ます。母親においても、Ａちゃんから目が離せない状況と緊張が続き、精神的ストレスも高まり、十分な休

息ができない状況でした。

　訪問看護師は、Ａちゃんの状態安定や活動等を考慮し、また、母親の生活状況の安定も踏まえ、主治医に

食事の注入方法の変更を確認し、安全な吸引の方法も指導を行いました。その結果、食事時間と量が一定に

なり、Ａちゃんの規則正しい睡眠の確保に繋がり、体重の増加等の成長がみられました。また、母親におい

ても、緊張が緩和され、十分ではありませんが、夜間の睡眠時間の確保ができました。

　在宅生活では、子どもの状態や生活時間により、病院で習得した手技がうまくいかないこともあります。

その状況を確認し、早い段階でよい状態に変更をしていくためにも、専門的な連携・協働が重要です。
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　　 療育者と家族の子育て力を高める支援

　休息の確保（スライド14）

　このような医療的ケアが必要なＡちゃんの育児は、家族の休息の確保が必要です。

　24時間365日医療的ケアにより、緊張が続き、精神的ストレスが高くなります。さらに、家事、姉妹の育

児と疲労困憊の状況です。このような状況が続くと、子どもの発達や情緒に問題が生じる割合は高くなりま

す。

　そのため、訪問看護や訪問介護の時間帯及び療養通所介護における「児童発達支援」の時間帯を活用する

ことで、一時的に緊張感から解放され、生活活動時間の確保ができ、姉妹の育児や日常活動の参加すること

ができます。また、訪問看護と児童発達支援が、連携・協働することにより、通所後の身体状況の変化に対

しても、早急な対応ができ、安心・安全な生活の維持となります。このような支援が、療育者の対応力や家

族の機能が発揮することができ、子どもにも良い影響を与えることができます。

　そのために、療育者の「休息の確保」は重要です。

　　 家族の負担軽減のための協働例

　入浴の支援（スライド15）

　Ａちゃんの入浴は、状態に応じて入浴の判断が必要となります。また、入浴前・中・後において、状態の

観察や医療機器の管理や必要に応じた吸引等が必要で、家族の負担は大きいといえます。

　そのため、父親が不在である月曜日から金曜日までは、訪問看護と訪問介護の連携・協働、児童発達支援

の利用により、安全・安心な入浴を支え、負担の軽減に努めています。休日の家族で行う入浴について、安

全な入浴介助の方法をスライドに示すように、家族間で必要な連携・協働の内容を説明・指導を行っていま

す。

　　 通園を通して子どもの活動と参加への支援例（スライド16）

　Ａちゃんの状態の安定により、より発達の促進や外出の機会の創設・生活体験の充実等を目的に、療養通

所介護における「児童発達支援」に週 2回利用しています。

　通所では、遊びを通して、自分の身体機能、思考、情緒、表現等やコミュニケーションの方法を経験し、

知り、習得を目指しています。

　また、療養通所介護と児童発達支援のしくみから、訪問看護と児童発達支援が一体的に運営していること

から、通所中の状態を連携・協働し、夜間の緊急時の対応を早期に行い、Ａちゃんの状態の安定を支えてい

ます。

　　 姉妹の権利の擁護　

　姉妹の活動と参加への支援例（スライド17）

　家族は、自分の子ども達には平等な愛情を注ぎ、育児をしたいと思っているが、医療依存度の高いＡちゃ

んの育児が優先となってしまう現状があります。そのため、長女は、母親の大変さも感じ、我慢の生活を送

ることになります。

　我慢の生活が長くなると、長女の発達段階に影響を及ぼすことになり、その影響が母親のストレスとなる

悪循環な状況が続くことになります。その悪循環を断つために、保育園へ入園を支援することが重要です。

保育園に入園することで、長女の活動や参加の機会となり、健康的な発達の促進に繋ぐことができます。そ

のため、母親が、安心して保育園への送迎できるように、その時間帯を訪問看護と訪問介護の連携・協働で
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支援することが重要となります。

　以上のことから、医療的管理が必要な重度心身障害児者等に対して、在宅生活を支えていくためには、医

療・保健・福祉などが専門性を発揮し、連携・協働を通じて、子どもと家族の持つ力を引き出す必要性が重

要であります。

（日本訪問看護財団　安藤　眞知子）
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